
改正された道路交通法は、
令和８年４月１日から施行されています！
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「自転車マナーアップ強化月間」

令和８年３月中の事件事故
☆自転車の右側を
車両が通過する場合のルール☆

～車両と自転車の間に十分な感覚がない場合～

【自転車】
車が右側を通行するときは左端に寄っ
て通行しなければなりません。

【車両】
自転車との間隔に応じて安全な速度で
進行しなければなりません。

【事件】１０件
自転車盗 １件 万引き ３件
窃盗その他 １件
公然わいせつ等 ２件

業務上過失致死傷１件
器物損壊等 ２件

【事故】５３件
人傷事故 ２件 物損事故 ５１件

① 車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先！

② 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認！
③ 夜間はライトを点灯！
④ 飲酒運転は禁止！
⑤ ヘルメットを着用！

自転車には、
「自転車安全利用５則」があるよ！

〇16歳以上の自転車運転者による一定の交通違反を対象
〇警察官の警告に従わない場合や歩行者や他の車両に危険を
及ぼした場合など、悪質・危険な違反に対して検挙
それ以外の場合については指導警告を行います。

〇次の３つは指導警告を経ることなく検挙の対象になります。
①携帯電話を使用しながらの運転
②ブレーキのない自転車の運転
③警報器が鳴っている踏切りを通過する行為

自転車の交通違反に対する交通反則通告制度（青切符）の適用
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